
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袋井市在宅寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業 ご利用者様 

変更届の届け出について（一時停止、廃止の手続き） 

変更届は、下記窓口または、市ホームページより様式のダウンロード及び電子申請も可能です。 

再度変更届により「再開」のお手続きをお願いします。窓口は、上記と同様です。 

お手続きが無い場合、助成を再開できない場合がございます。 

ただし、入院・入所期間によりお手続きが不要の場合もございます。 
まずは担当まで一度御連絡下さい。 

名称 住所 

袋井市総合健康センター １階 健康長寿課地域包括ケア推進係 袋井市久能 2515-1 

袋井市役所 １階 保険課介護保険係 袋井市新屋 1-1-1 

浅羽支所 １階 市民サービス課市民サービス係 袋井市浅名 1028 

 

▽市ホームページ 

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/10/1003/josei/1422533219437.html 

袋井市 紙おむつ 

電子申請はこちらへアクセスしてください 
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuroi/smart-apply/apply-procedure-alias/R6-omutu-henkou 

退院等により在宅へ戻ってきたとき（再開の手続き） 

▽市ホームページ 

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/10/1003/josei/1422533219437.html 

袋井市 紙おむつ 

電子申請はこちらへアクセスしてください 
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuroi/smart-apply/apply-procedure-alias/R6-omutu-henkou 

担当 

袋井市健康長寿課 地域包括ケア推進係 

〒437-0061 袋井市久能 2515-1 袋井市総合健康センター１F 

電話 0538-84-7534 FAX 0538-84-7582 

入院・入所の場合は 

変更届を提出してください 

★廃止後に再度本事業の再開をする場合は、再度最初から申請のお手続きが必要です。 

 詳しくは、下記担当までお問い合わせください。 

裏面も 
ご覧ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え 入院・入所した月は助成を受けられます。入院・入所の翌月から助成を「停止」します。 

    在宅に戻ってきた月から、助成の「再開」です。 

月

４月 助成

５月 助成

６月 助成

７月 助成

８月 助成

９月 停止

１０月 停止

１１月 助成

１２月 助成

１月 助成

２月 助成

３月 助成

助成開始

入院 入院した月は、助成を受け取ることができます。

退院 退院した月から、助成を再開します。

例１ ８月に入院、11月に退院した場合                               

よくある質問 入院・入所したら助成金はどうなりますか？ 

例２ ８月に入院、９月に退院した場合                               

８月までは「助成」 

９・10月は「停止」 

11月から「再開」 

８月までは「助成」 

９月から「再開」 

つまり、実質停止しません。 

申告に偽りがある場合は、助成金の返金をお願いすることもございます。 
予めご了承ください。 


